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報告第 12 号 

 

継続費繰越計算書について 

 

令和６年度登米市一般会計予算の継続費について、別紙のとおり繰越計算書を調製

したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第１項の規定により報告

する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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 （
別

紙
）

予
算

計
上

額
前

年
度

逓
次

繰
越

額
計

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

1
0
教

育
費

1
教

育
総

務
費

公
共

施
設

複
合

化
整

備
事

業
6
,
2
8
9
,
7
0
5
,
0
0
0

1
,
0
3
7
,
2
5
0
,
0
0
0

1
,
0
3
7
,
2
5
0
,
0
0
0

1
1
4
,
2
0
0
,
0
0
0

9
2
3
,
0
5
0
,
0
0
0

9
2
3
,
0
5
0
,
0
0
0

6
,
0
5
7
,
0
0
0

4
6
1
,
0
9
3
,
0
0
0

4
5
5
,
9
0
0
,
0
0
0

6
,
2
8
9
,
7
0
5
,
0
0
0

1
,
0
3
7
,
2
5
0
,
0
0
0

1
,
0
3
7
,
2
5
0
,
0
0
0

1
1
4
,
2
0
0
,
0
0
0

9
2
3
,
0
5
0
,
0
0
0

9
2
3
,
0
5
0
,
0
0
0

6
,
0
5
7
,
0
0
0

4
6
1
,
0
9
3
,
0
0
0

4
5
5
,
9
0
0
,
0
0
0

繰
越

金
特

定
財

源

合
　

計

令
和

６
年

度
　

登
米

市
一

般
会

計
継

続
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
継

続
費

の
総

額
令

和
６

年
度

継
続

費
予

算
現

額
支

出
済

額
及

び
支

出
見

込
額

残
額

翌
年

度
逓

次
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳
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報告第 13 号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

令和６年度登米市一般会計予算の繰越明許費について、別紙のとおり繰越計算書を

調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により

報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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 （
別

紙
）

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

円
円

円
円

円
円

円

3
民

生
費

1
社

会
福

祉
費

電
力

・
ガ

ス
・

食
料

品
等

価
格

高
騰

支
援

給
付

金
事

業
1
9
3
,
0
6
8
,
0
0
0

9
0
,
9
1
5
,
0
0
0

9
0
,
9
1
5
,
0
0
0

高
齢

者
福

祉
施

設
管

理
運

営
事

業
5
,
4
1
2
,
0
0
0

5
,
4
1
2
,
0
0
0

5
,
4
1
2
,
0
0
0

4
衛

生
費

2
清

掃
費

し
尿

処
理

施
設

管
理

事
業

4
,
3
2
3
,
0
0
0

4
,
3
2
3
,
0
0
0

4
,
3
2
3
,
0
0
0

6
農

林
水

産
業

費
1

農
業

費
農

業
用

用
排

水
施

設
等

維
持

管
理

事
業

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
0
,
2
4
0
,
0
0
0

5
,
1
0
0
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

2
林

業
費

林
業

振
興

事
業

3
,
2
0
0
,
0
0
0

3
,
2
0
0
,
0
0
0

3
,
2
0
0
,
0
0
0

7
商

工
費

1
商

工
費

商
工

振
興

育
成

事
業

8
6
,
0
0
0

8
6
,
0
0
0

8
6
,
0
0
0

2
観

光
費

観
光

施
設

管
理

事
業

1
0
,
3
1
4
,
0
0
0

1
0
,
3
1
4
,
0
0
0

1
0
,
3
1
4
,
0
0
0

8
土

木
費

2
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

維
持

補
修

事
業

4
6
,
6
0
1
,
0
0
0

4
6
,
6
0
1
,
0
0
0

2
2
,
9
6
6
,
0
0
0

1
9
,
4
0
0
,
0
0
0

4
,
2
3
5
,
0
0
0

道
路

新
設

改
良

事
業

1
0
6
,
5
7
3
,
0
0
0

1
0
3
,
5
9
8
,
0
0
0

5
4
,
0
1
1
,
0
0
0

4
7
,
4
0
0
,
0
0
0

2
,
1
8
7
,
0
0
0

橋
り

ょ
う

維
持

補
修

事
業

1
2
0
,
0
5
2
,
0
0
0

1
1
9
,
9
3
0
,
0
0
0

6
8
,
8
0
6
,
0
0
0

5
1
,
1
2
4
,
0
0
0

9
消

防
費

1
消

防
費

常
備

消
防

一
般

管
理

事
業

8
5
,
7
2
0
,
0
0
0

8
5
,
7
2
0
,
0
0
0

3
,
2
9
8
,
0
0
0

9
,
4
4
4
,
0
0
0

7
2
,
9
0
0
,
0
0
0

7
8
,
0
0
0

1
0

教
育

費
2

小
学

校
費

学
校

建
設

事
業

2
3
,
2
7
5
,
0
0
0

1
8
,
9
7
7
,
0
0
0

1
8
,
9
7
7
,
0
0
0

6
1
4
,
6
2
4
,
0
0
0

5
0
5
,
0
7
6
,
0
0
0

3
,
2
9
8
,
0
0
0

2
5
6
,
3
8
2
,
0
0
0

1
4
4
,
8
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
5
9
6
,
0
0
0

合
　

計

令
和

６
年

度
　

登
米

市
一

般
会

計
繰

越
明

許
費

繰
越

計
算

書

款
項

事
業

名
金

　
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

既
収

入
特

定
財

源
未

収
入

特
定

財
源

一
般

財
源
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報告第 14 号 

 

事故繰越し繰越計算書について 

 

令和６年度登米市一般会計予算の事故繰越しについて、別紙のとおり繰越計算書を

調製したので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第150条第３項の規定により

報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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 （
別

紙
）

支
出

済
額

支
出

未
済

額
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

1
1

災
害

復
旧

費
1

農
林

水
産

業
施

設
災

害
復

旧
費

農
業

用
施

設
災

害
復

旧
事

業
5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0
軟

弱
地

盤
対

策
工

事
に

お
け

る
仮

設
工

の
排

水
処

理
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0

5
,
6
9
8
,
0
0
0

合
　

　
　

計

既
収

入
特

定
財

源

未
収

入
特

定
財

源
一

般
財

源

令
和

６
年

度
 
 
登

米
市

一
般

会
計

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
支

出
負

担
行

為
額

左
の

内
訳

支
出

負
担

行
為

予
定

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

説
　

明
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報告第 15 号 

 

令和６年度登米市水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

令和６年度登米市水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製した

ので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 



- 12 - 

 

（
別
紙
）

１
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
・

県
補

助
金

出
資

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
等

1
1

1
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 資 本 的 支 出

 建 設 改 良 費

浄 水 施 設 整 備 事 業

1
,
4
8
0
,
4
7
1
,
0
0
0

6
5
4
,
6
6
9
,
3
2
9

8
1
8
,
4
2
4
,
0
0
0

4
3
8
,
4
0
0
,
0
0
0

0
2
6
2
,
7
5
4
,
0
0
0

0
1
1
7
,
2
7
0
,
0
0
0

7
,
3
7
7
,
6
7
1

国
の

令
和

６
年

度
補

正
予

算
に

伴
う

事
業

で
あ

り
、

事
業

期
間

を
確

保
で

き
な

か
っ

た
た

め

配 給 水 施 設 整 備 事 業

1
,
5
1
5
,
6
8
0
,
0
0
0

4
8
2
,
4
0
4
,
1
6
0

8
7
5
,
5
6
1
,
7
0
0

3
9
6
,
5
0
0
,
0
0
0

7
2
,
8
8
4
,
1
4
2

1
8
2
,
2
4
8
,
0
0
0

4
5
,
9
0
0
,
0
0
0

1
7
8
,
0
2
9
,
5
5
8

1
5
7
,
7
1
4
,
1
4
0

関
係

機
関

等
と

の
調

整
や

、
地

中
障

害
物

の
撤

去
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

計
2
,
9
9
6
,
1
5
1
,
0
0
0

1
,
1
3
7
,
0
7
3
,
4
8
9

1
,
6
9
3
,
9
8
5
,
7
0
0

8
3
4
,
9
0
0
,
0
0
0

7
2
,
8
8
4
,
1
4
2

4
4
5
,
0
0
2
,
0
0
0

4
5
,
9
0
0
,
0
0
0

2
9
5
,
2
9
9
,
5
5
8

1
6
5
,
0
9
1
,
8
1
1

説
明

令
和

６
年

度
登

米
市

水
道

事
業

会
計

予
算

の
繰

越
計

算
書

款
項

事 業 名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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（
別
紙
）

２
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
規

定
に

よ
る

事
故

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
・

県
補

助
金

出
資

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
等

9
1

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

　 水 道 事 業 費 用

　 営 業 費 用

消 防 設 備 修 繕
3
7
,
9
3
3
,
0
0
0

3
2
,
2
3
9
,
9
0
0

4
,
1
8
0
,
0
0
0

4
,
1
8
0
,
0
0
0

1
,
5
1
3
,
1
0
0

計
3
7
,
9
3
3
,
0
0
0

3
2
,
2
3
9
,
9
0
0

4
,
1
8
0
,
0
0
0

4
,
1
8
0
,
0
0
0

1
,
5
1
3
,
1
0
0

説
明

県
事

業
の

工
期

延
長

等
に

よ
り

、
工

期
が

確
保

で
き

な
か

っ
た

た
め

令
和

６
年

度
登

米
市

水
道

事
業

会
計

予
算

の
繰

越
計

算
書

款
項

事 業 名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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報告第 16 号 

 

令和６年度登米市下水道事業会計予算の繰越計算書について 

 

令和６年度登米市下水道事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製し

たので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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（
別
紙
）

１
　

地
方

公
営

企
業

法
第

２
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
設

改
良

費
の

繰
越

額

企
業

債
負

担
金

・
補

償
金

国
・

県
補

助
金

出
資

金
損

益
勘

定
留

保
資

金
等

1
1

1
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

 資 本 的 支 出

 建 設 改 良 費

7
7
9
,
7
1
9
,
0
0
0

2
9
8
,
7
5
9
,
0
7
5

4
7
6
,
7
0
2
,
0
0
0

3
6
5
,
3
0
0
,
0
0
0

1
0
7
,
2
8
5
,
0
0
0

4
,
1
1
7
,
0
0
0

4
,
2
5
7
,
9
2
5

関
係

機
関

と
の

協
議

や
事

業
間

の
調

整
及

び
設

計
の

見
直

し
に

不
測

の
日

数
を

要
し

た
た

め

処 理 場 施 設 整 備 事 業

5
4
6
,
4
3
9
,
0
0
0

1
9
1
,
5
8
3
,
7
8
9

2
8
4
,
1
8
8
,
0
0
0

1
5
2
,
1
0
0
,
0
0
0

1
3
1
,
7
6
0
,
0
0
0

3
2
8
,
0
0
0

7
0
,
6
6
7
,
2
1
1

事
業

間
の

調
整

及
び

材
料

、
部

品
の

供
給

不
足

に
よ

り
機

器
製

作
、

納
品

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

た
め

計
1
,
3
2
6
,
1
5
8
,
0
0
0

4
9
0
,
3
4
2
,
8
6
4

7
6
0
,
8
9
0
,
0
0
0

5
1
7
,
4
0
0
,
0
0
0

2
3
9
,
0
4
5
,
0
0
0

4
,
4
4
5
,
0
0
0

7
4
,
9
2
5
,
1
3
6

管 渠 整 備 事 業

説
明

令
和

６
年

度
登

米
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
の

繰
越

計
算

書

款
項

事 業 名
予

算
計

上
額

支
払

義
務

発
 
生

 
額

翌
年

度
繰

越
額

左
の

財
源

内
訳

不
用

額

翌
年

度
繰

越
額

に
係

る
繰

越
を

要
す

る
た

な
卸

資
産

の
購

入
限

度
額
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報告第 17 号 

 

令和６年度登米市病院事業会計予算の繰越計算書について 

 

令和６年度登米市病院事業会計予算について、別紙のとおり繰越計算書を調製した

ので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第３項の規定により報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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 （
別
紙
）

１
　
地
方
公
営
企
業
法
第
２
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

企
業
債

損
益
勘
定

留
保
資
金

既
 収

 入
特
定
財
源

円
円

円
円

円
円

円
円

登
米
市
民
病
院
改
修
事
業

27
,7
14
,0
00

27
,7
14
,0
00

27
,4
00
,0
00

15
7,
00
0

15
7,
00
0

豊
里
病
院
改
修
事
業

5,
78
6,
00
0

5,
78
6,
00
0

5,
70
0,
00
0

86
,0
00

機
器
の
調
達
に
不
測
の
日
数
を
要
し
た

た
め

33
,5
00
,0
00

33
,5
00
,0
00

33
,1
00
,0
00

24
3,
00
0

15
7,
00
0

説
　
明

設
計
内
容
の
見
直
し
が
生
じ
、
不
測
の

日
数
を
要
し
た
た
め

計

令
和

６
年

度
登

米
市

病
院

事
業

会
計

予
算

の
繰

越
計

算
書

款
項

事
 業

 名
予
算
計
上
額

支
払
義
務

発
 生

 額
翌
 年

 度
繰
 越

 額

左
　
の
　
財
　
源
　
内
　
訳

不
用
額

翌
年
度
繰
越
額

に
係
る
繰
越
を

要
す
る
た
な
卸

資
産
の
購
入
限

度
額

１
資
本
的
支
出

１
建
設
改
良
費
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報告第 18 号 

 

損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告    

について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和 解 内 容 

過失によ

る物損事

故 

令和７年５月８日 令和７年３月２日、登米市石越

町東郷字新千貫巻地内におい

て、夏川及び迫川本吉堤防清掃

枯草焼却作業を行っていたと

ころ、休耕田に延焼し、相手方

の水閘及び排水管が燃え、破損

させたもの 

187,000円 

その余の請求を

放棄 

過失によ

る物損事

故 

令和７年５月８日 令和７年３月２日、登米市石越

町東郷字新千貫巻地内におい

て、夏川及び迫川本吉堤防清掃

枯草焼却作業を行っていたと

ころ、焼却熱により相手方の農

業用ハウスの結束紐とビニー

ルシートの一部が燃え、破損さ

せたもの 

187,000円 

その余の請求を

放棄 
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議案第 45 号 

     

登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び登米市職    

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい    

て    

 

登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年登米市条例第45号）及び登

米市職員の育児休業等に関する条例（平成17年登米市条例第46号）の一部を次のとお

り改正するものとする。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び登米市職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例 

（登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年登米市条例第45号）

の一部を次のように改正する。 

  第15条第１項中「第19条第１項」を「第20条第１項」に改める。 

第21条を第22条とし、第20条を第21条とする。 

第19条第１項中「申告、請求又は申出（同条において「請求等」という。）」を

「請求等」に改め、同条を第20条とし、第18条の次に次の１条を加える。 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第19条 任命権者は、登米市職員の育児休業等に関する条例（平成17年登米市条例

第46号）第25条第１項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をし

た職員（以下この項において「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「出生

時両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」という。）に

係る申出職員の意向を確認するための措置 

(3) 職員の育児休業等に関する条例第25条第１項の規定による申出に係る子の心

身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日
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以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の

支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措

置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対象職

員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（次号において「育児

期両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭

の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活

との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認す

るための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事項の

取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（登米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 登米市職員の育児休業等に関する条例（平成17年登米市条例第46号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条中「第19条第１項及び第２項」を「第19条第１項から第３項まで及び第５

項」に改める。 

第18条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１項を次の

ように改める。 

育児休業法第19条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規定す

る部分休業（以下「第１号部分休業」という。）の承認は、30分を単位として行

うものとする。 

第18条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改める。 

第22条を第26条とし、第21条を第25条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（部分休業の承認の取消事由） 

第24条 育児休業法第19条第６項において準用する育児休業法第５条第２項の条例

で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

第20条を削る。 

第19条中「部分休業」を「育児休業法第19条第１項に規定する部分休業」に改め、

同条を第23条とし、第18条の次に次の４条を加える。 

（第２号部分休業の承認） 

第19条 育児休業法第19条第２項第２号に掲げる範囲内で請求する同条第１項に規

定する部分休業（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を単位と
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して行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該

各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

(1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であっ

て、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時

間数 

(2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当該残

時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

（育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間） 

第20条 育児休業法第19条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年４月１日から

翌年３月31日までとする。 

（育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条例で

定める時間） 

第21条 育児休業法第19条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として条

例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間

とする。 

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に10を乗じて

得た時間 

（育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情） 

第22条 育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は

疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第２項の規定によ

る申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第３項の規

定による変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学校

就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事

情とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年10月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

（勤務時間、休暇等に関する経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第

１条の規定による改正後の登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第19条第２

項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合にお

いて、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものと

みなす。 

（育児休業等に関する経過措置） 
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３ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第19条第２項第２

号に掲げる範囲内において、施行日から令和８年３月31日までの間における部分休

業の承認の請求をする場合における第２条の規定による改正後の登米市職員の育児

休業等に関する条例第21条の規定の適用については、同条第１号中「77時間30分」

とあるのは「38時間45分」と、同条第２号中「10」とあるのは「５」とする。 
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議案第 46 号 

     

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について    

 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のとおり改

正するものとする。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

登米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

登米市国民健康保険税条例（平成17年登米市条例第138号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２項ただし書中「65万円」を「66万円」に改め、同条第３項ただし書中「24

万円」を「26万円」に改める。 

 第23条第１項中「65万円」を「66万円」に、「24万円」を「26万円」に改め、同項

第２号中「29万5,000円」を「30万5,000円」に改め、同項第３号中「54万5,000円」を

「56万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の登米市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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議案第 47 号 

     

登米市水道事業給水条例の一部を改正する条例について    

 

登米市水道事業給水条例（平成17年登米市条例第219号）の一部を次のとおり改正

するものとする。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

登米市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

登米市水道事業給水条例（平成17年登米市条例第219号）の一部を次のように改正す

る。 

第44条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若し

くは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「おいて土木工学科若

しくは」を「おいて土木工学科又は」に、「２年以上水道」を「３年以上水道、工業

用水道、下水道、道路又は河川（以下この条において「水道等」という。）」に改め、

「者」の次に「（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。）」を加え、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大学令

による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、「において

衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、「３年以上水道」を「４

年以上水道等」に改め、「者」の次に「（２年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第３号中「よる専門学校」の次に「（次

号において「短期大学等」という。）」を、「修了した後」の次に「。次号において

同じ。」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（２年６月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第８号中

「１年以上水道」を「１年以上水道等」に改め、「有する者」の次に「（６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条

第10号とし、同条第７号中「若しくは第２号」を「から第６号まで」に改め、「及び

学科目又は第３号若しくは第４号に規定する課程」及び「又は学科目」を削り、「水

道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（それぞれ当該各号に規定する水道等の最

低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」を加え、同号を同条第９号とし、同条第６号中「終了」を「修了」に、「１
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年以上、」を「２年以上、」に、「２年以上水道」を「３年以上水道等」に改め、「有

する者」の次に「（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては

１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加

え、同号を同条第８号とし、同条第５号中「水道」を「水道等」に改め、「者」の次

に「（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

を加え、同号を同条第７号とし、同号の前に次の１号を加える。 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第44条第４号中「よる中等学校」の次に「（次号において「高等学校等」という。）」

を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（３年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を同条第５号とし、

同条第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３

年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第44条に次の１号を加える。 

(11) 建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第37条第１項及び第２項の規定によ

る土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第45条第１号を次のように改める。 

(1) 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは土

木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（学校教育法による専門職大

学の前期課程にあっては、修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した

者については３年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専

門職大学の前期課程にあっては、修了した者）については５年以上、同条第５号

に規定する学校を卒業した者については７年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

第45条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以外の」を削

り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当す

る課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「同条

第４号」を「同条第５号」に改め、同条第４号中「及び第４号」を「及び第５号」に、

「学科目」を「課程」に、「同条第４号」を「同条第５号」に改め、同条第５号中「前

条第２号」を「第１号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に改め、同条に次

の２号を加える。 
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(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した

者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）であって、

１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 建設業法施行令第37条第１項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級

の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



- 27 - 

 

議案第 48 号 

     

登米市食育推進会議条例の一部を改正する条例について    

 

登米市食育推進会議条例（平成19年登米市条例第５号）の一部を次のとおり改正す

るものとする。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

登米市食育推進会議条例の一部を改正する条例 

登米市食育推進会議条例（平成19年登米市条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

題名を次のように改める。 

登米市健康増進・食育推進会議条例 

第１条を次のように改める。 

（設置） 

第１条 市民の健康の増進及び食育の推進を図るため、登米市健康増進・食育推進会

議（以下「推進会議」という。）を置く。 

第２条第１号中「登米市食育推進計画（法第18条第１項に規定する市町村食育推進

計画をいう。）」を「登米市健康増進計画（健康増進法（平成14年法律第103号）第８

条第２項に規定する市町村健康増進計画をいう。）及び登米市食育推進計画（食育基

本法（平成17年法律第63号）第18条第１項に規定する市町村食育推進計画をいう。）」

に改め、同条第２号中「本市の区域における」を「健康の増進及び」に改め、「し、」

の次に「健康の増進及び」を加える。 

第３条第１項中「21人」を「14人」に改め、同条第２項中「委嘱」の次に「又は任

命（以下「委嘱等」という。）」を加え、同項２号中「食育」を「健康の増進又は食

育」に改め、同項第３号中「委員又は」を削り、同項中第４号を削り、第５号を第４

号とする。 

第４条第１項中「２年」を「委嘱等の日から当該委嘱等の日の属する年度の翌年度

の末日まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和７年８月１日から施行する。 

 （登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年

登米市条例第48号）の一部を次のように改正する。 

別表中「登米市食育推進会議」を「登米市健康増進・食育推進会議」に改める。 
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議案第 49 号 

     

財産の取得について    

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

１ 契 約 の 目 的  行政情報機器購入（内部情報系・ノート型ＰＣ） 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ３１，１０２，３０２円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字下田中５番地７ 

           コバヤシ電子文具 

           代表 小林 良雄 
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議案第 50 号 

     

財産の取得について    

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

１ 契 約 の 目 的  登米市立学校校務系パソコン購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ４７，６９８，２００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字中江四丁目13番地３ 

           有限会社 川内事務機 

           代表取締役 猪股 育夫 
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議案第 51 号 

     

財産の取得について    

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

１ 契 約 の 目 的  消防ポンプ自動車ＣＤ―Ⅰ型購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ６２，２６０，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号 

           株式会社 古川ポンプ製作所 

           代表取締役 氏家 英喜 
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議案第 52 号 

     

財産の取得について    

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

１ 契 約 の 目 的  高規格救急自動車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ３０，３４９，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字的場88番地１ 

           宮城トヨタ自動車株式会社 ＭＴＧ佐沼 

           店長 伊藤 一紀 
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議案第 53 号 

     

財産の取得について    

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 

１ 契 約 の 目 的  可搬消防ポンプ付軽四輪駆動（デッキバン）積載車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２２，４７３，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県大崎市古川中里一丁目10番29号 

           株式会社 古川ポンプ製作所 

           代表取締役 氏家 英喜 

 



- 34 - 

 

議案第 54 号 

     

登米市過疎地域持続的発展計画の変更について    

 

登米市過疎地域持続的発展計画を別添のとおり変更するため、過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）第８条第10項において準用する

同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     
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議案第 55 号 

     

登米市辺地総合整備計画の変更について    

 

登米市辺地総合整備計画を別添のとおり変更するため、辺地に係る公共的施設の総

合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第３条第８

項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和７年６月９日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 康 信     

 

 


